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Ⅰ 地域経済情報化基盤整備補助事業について

１．事業の背景及び目的

地域においては、ＩＴの供給力が不足しているため、中小企業のＩＴ導入がなかなか

進まず、中小企業のＩＴを活用した生産性の向上や経営の高度化の実現が遅れている

現状にあります。これらを解決するため、地域の中小企業ＩＴユーザーとＩＴベンダ

の 連 携 強 化 を 図 る 「 地 域 イ ノ ベ ー シ ョ ン パ ー ト ナ ー シ ッ プ 」

（http://www.it-partnership.jp/）を推進しています。

本補助金は、中小企業等に対して情報の処理、提供及びソフトウェアの作成等のサー

ビス（以下「情報サービス」という。）を提供しようとする者が、情報サービスの高度

化を図るために必要となる事業基盤を整備することを促進し、中小企業等が必要とす

る情報サービスの質的・量的向上を図ることで、中小企業等の情報化を推進し、もっ

て、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。

具体的には、地域のＩＴ供給力の強化を図るべく、中小ＩＴベンダ同士が連携し、中

小企業等ＩＴユーザーのニーズに対し、効率的、かつ効果的なＩＴサービスを提供し

ていけるようその連携活動を支援します。

２．補助対象事業

（１）開発力強化事業

情報サービスの生産性、信頼性等、品質の向上を図るための技術基盤の開発、

人材育成等、技術力の強化を行うための事業。

（２）営業力強化事業

中小企業等に対して情報技術の活用による業務最適化等を提案するための人材

育成、提案活動を支援するための技術基盤の開発等、営業力の強化を行うための

事業。

３．補助対象者

本補助金の補助対象者は、地域の中小企業等ＩＴユーザーにＩＴサービスを直接提供

しようとする中小ＩＴベンダ（注１）の連携体（コンソーシアム）となります（注２）。

コンソーシアムは、「事業計画」に基づき、幹事団体・企業が中心となって、計画書

に位置づけられた参加企業が一体となって事業を行う必要があります。補助金の交付

を受ける者は幹事団体・企業（注３）に限定されますので、補助対象経費（コンソーシ

アムメンバー企業の人件費を除く）の支出については幹事団体・企業で行っていただ

きます。

ただし、技術基盤開発等の場合の人件費については、メンバー企業においては事業

従事者の従事日誌及び人件費単価根拠書類を整理いただき、確認できるものについて

はコンソーシアムメンバー企業の人件費も補助事業とできます。補助金は幹事団体・

企業に交付することとなりますが、幹事団体・企業は補助事業終了後に交付を受けた

補助金のうち、コンソーシアムメンバー企業の人件費に係る補助金相当額を各社に精

算払いしていただく必要があります。
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（注１）ソフトウェア業又は情報処理サービス業を営む会社又は個人であって、資本の額又は出資の

総額が３億円以下、又は常時使用する従業員の数が３００人以下のもの。

（注２）ただし、補助事業を円滑に実施するため、幹事団体・企業として必要不可欠な管理業務のみ

を行う者については、上記（注１）の要件を問いません。

（注３）幹事団体・企業の「団体」とは、主として以下に掲げる者を想定しています。

①事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合又は商工組

合連合会のうち、主として中小 ITベンダにより構成されるもの

②特定非営利活動法人

③一般社団法人又は一般財団法人※

④地方公共団体が設置する試験研究機関（地方独立行政法人化されたものに限る）

⑤中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成１１年法律第１８号）第２条第１０項に

規定する新事業支援機関（法人格を有するものに限る）

⑥商工会議所又は商工会

※ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第１８号）第２条の規定により一般社団法

人として存続することとされている旧有限責任中間法人及び同法第２４条の規定により一般社団法人と

して存続することとされている旧無限責任中間法人並びに同法第４０条の規定により、一般社団法人又は

一般財団法人として存続する社団法人、財団法人を含みます。

（１）幹事団体・企業

幹事団体・企業は、自ら補助事業の一部を実施するとともに（注）、補助事業の運

営管理、コンソーシアムメンバー相互の調整を行うとともに、財産管理等の事業

管理及び事業成果の普及等を行う母体としての機関です。また、経済産業局及び

内閣府沖縄総合事務局（以下「経済産業局等」という。）の補助事業における補助

対象者として、責任を有します。

したがって、幹事団体・企業は、以下の要件を満たすことが必要です。

① コンソーシアムの代表幹事として、責任を持って補助事業を行うことができ

ること

② 幹事団体・企業としての業務を遂行するに十分な管理能力があり、そのため

の人員等の体制が整備されていること

③ 当該事業を執行できる財政的健全性を有していること

【連携体（コンソーシアム）の形成要件】

� 事業計画に位置づけられた複数の中小ＩＴベンダ（民間企業等）で構成されるもので

あること

� 構成メンバーは、幹事団体・企業と事業遂行に関し契約もしくはそれに準じた取り決

めを締結すること
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④ プロジェクトリーダー及び事務管理責任者を幹事団体・企業にて任命するこ

と

（注）ただし、補助事業を円滑に実施するため、幹事団体・企業として必要不可欠な管理業

務のみを行う者を除く。 

（２）参加企業

参加企業は、コンソーシアムメンバーとして、幹事団体・企業の管理下におい

て事業を実施していただきます。参加企業は、以下の要件を満たすことが必要で

す。 
① 幹事団体・企業と事業遂行に関し契約又はそれに準じた取り決めを締結でき

ること

② 事業に主体的に取り組む人員がいること

（３）アドバイザー

アドバイザーは、ＩＴユーザー、地方公共団体、金融機関など上記（１）及び

（２）に掲げる者に対して、補助事業を効果的に実施する等の観点から助言を行

う者です。なお、アドバイザーに係る経費は補助金の交付対象となりません（な

お、アドバイザーの設置は必須ではありません。）。

（４）総括事業代表者（プロジェクトリーダー）及び副総括事業代表者（サブリーダ

ー） 
コンソーシアムでは、総括事業代表者（プロジェクトリーダー）及び副総括事

業代表者（サブリーダー）をおいていただく必要があります。

総括事業代表者（プロジェクトリーダー）は、実施プロジェクトの計画並びに

実施及び進捗・成果管理を総括し幹事団体・企業に所属する者とし、副総括事業

代表者（サブリーダー）は、総括事業代表者を補佐し必要に応じてその代理を務

めることができる者としてください。

また、総括事業代表者（プロジェクトリーダー）及び副総括事業代表者（サブ

リーダー）は、以下の要件を満たすことが必要です。

① 事業に関して高い見識と管理能力を有し、事業の企画立案とその実施等につ

いて総括する能力を有していること

② 事業のために必要かつ十分な時間が確保できること

③ 経済産業局等からの連絡、指示、問合せに対して速やかに自ら対応、回答で

きること

④ コンソーシアムメンバーに対して、連絡事項を周知徹底できること

（５）事務管理責任者

事務管理責任者は、事業の執行、経費管理及び手続きを総括する幹事団体・企

業に所属する者としてください。

事務管理責任者は、以下の要件を満たすことが必要です。
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① 事業に関して高い管理能力を有し、事業実施プロジェクトの事務管理につい

て総括する能力を有していること

② 事業のために必要かつ十分な時間が確保できること

③ 経済産業局等からの連絡、指示、問合せに対して速やかに自ら対応、回答で

きること

（参考）幹事団体・企業及び参加企業の関係

４．事業計画

本補助金は、幹事団体・企業が作成する「事業計画」に基づく事業に対する補助制度

です。このため、事前に「事業計画」を作成していただくことになります。「事業計画」

作成に当たっては、本補助事業の目的の観点から、以下の項目について事業概要を取

りまとめてください。

（１）事業の背景及び目的

① 当該地域における情報化の現状と課題

② 事業の目的

（２）事業目標（平成２１年度の具体的な目標の根拠）

（３）事業計画

① 開発力強化事業

② 営業力強化事業

（①・②は、どちらか一方でも可）

５．補助対象経費

本事業は、地域のＩＴ供給力の強化を図るべく、中小ＩＴベンダ同士が連携し、中小

企業等ＩＴユーザーのニーズに対し、効率的、かつ効果的なＩＴサービスを提供して

いけるようその連携活動を支援するものです。補助対象経費は、事業目標を達成する

ため整備すべき内容に係る経費を計上してください。

また、本補助事業を行う際には、通常の会計とは別に区分経理を行っていただきます。

幹事団体・企業

中小ＩＴベンダ 中小ＩＴベンダ中小ＩＴベンダ

・コンソーシアムメンバーの行う開発等の業務に要する経費は、幹事

団体・企業が取りまとめて申請等を行う。

経済産業局等

申請交付決定
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補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類により金

額等が確認できる支出のみが対象となります。

補助対象経費一覧表

経費の区分 内 容 経費の具体例

人件費 事業の遂行に必要な開発・調査・研究、企画・

調整等を行う職員及びシステムエンジニア、

プログラマ等に係る経費（注）

事業費 謝金 人材育成等の事業に必要なＩＴコーディネー

タ等専門家及び技術者等講師に対する謝金

（※コンソーシアム構成者の職員等を支出の

対象にすることはできません）

旅費 人材育成等の事業に必要なＩＴコーディネー

タ等専門家及び技術者等講師の招へいに係る

旅費及び職員旅費

電子計算機等借料 事業の遂行に必要なパソコン、周辺機器など

の電子計算機等の借り上げに係る経費

通信運搬費 事業の遂行に必要な連携事業者間の通信等に

係る経費

会場借料 人材育成等の事業に必要な会場（付随する投

影設備、音響設備等を含む）の借り上げに係

る経費

印刷製本費 人材育成等の事業に必要な教材、資料等の印

刷・製本に係る経費

備品費 事業の遂行に必要なソフトウェア等、５０万

円以上の備品の取得に係る経費

消耗品費 事業の遂行に必要な専門書、教材等、５０万

円未満の消耗品の取得に係る経費

外注費 技術基盤開発等の事業の一部において、外部

での特定の開発行為が必要となる場合など、

一定業務の外注に係る経費

委託費 人材育成等の事業において、より高度なカリ

キュラム等の策定が必要となる場合など、専

門性の高い事業者等への委託に係る経費

そのほか、経済産業

局長等が特に必要と

認める経費

なお、補助対象経費には、消費税は含まれません。

（注）人件費単価は、原則、健康保険等級（別紙「地域経済情報化基盤整備補助事業
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における労務費の計算に係る実施細則」）に基づいて算定することとします。

６．補助率等

補助率は、補助対象経費の２分の１以内とします。

また、補助金の規模は、１００万円～２，０００万円／件とします。

７．申請手続きの概要

（１）申請先及び問い合わせ先

経済産業局等 所 在 地 等 管轄する都道府県

北海道経済産業局

地域経済部情報政策課

〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西２丁目

札幌第１合同庁舎

tel:011-700-2253 fax:011-707-5324

北海道

東北経済産業局

地域経済部情報・製造産業課

〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１

仙台第１合同庁舎

tel:022-221-4903 fax:022-223-2658

青森、岩手、宮城、秋田、

山形、福島

関東経済産業局

地域経済部情報政策課

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心１－

１さいたま新都心合同庁舎１号館

tel:048-600-0282 fax:048-601-1289

茨城、栃木、群馬、埼玉、

千葉、東京、神奈川、新

潟、山梨、長野、静岡

中部経済産業局

地域経済部情報政策課

〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸２－５－

２

tel:052-951-0560 fax:052-961-7698

富山、石川、岐阜、愛知、

三重

近畿経済産業局

地域経済部情報政策課

〒540-8535 大阪府大阪市中央区大手前１－５－

４４大阪合同庁舎１号館

tel:06-6966-6015 fax:06-6966-6077

福井、滋賀、京都、大阪、

兵庫、奈良、和歌山

中国経済産業局

地域経済部地域経済課

〒730-8531 広島県広島市中区上八丁堀６－３０

広島合同庁舎２号館

tel:082-224-5630 fax:082-224-5765

鳥取、島根、岡山、広島、

山口

四国経済産業局

地域経済部地域経済課

情報政策室

〒760-8512 香川県高松市サンポート３－３３高

松サンポート合同庁舎

tel:087-811-8515 fax:087-811-8554

徳島、香川、愛媛、高知

九州経済産業局

地域経済部情報政策課

〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１

１－１福岡合同庁舎（本館）

tel:092-482-5440 fax:092-482-5538

福岡、佐賀、長崎、熊本、

大分、宮崎、鹿児島

内閣府沖縄総合事務局

経済産業部地域経済課

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１

tel:098-866-1730 fax:098-860-1375

沖縄

（２）受付期間

平成２１年６月２６日（金） ～平成２１年７月１０日（金）１７時必着
（注）応募書類は、公募締切日の１７時までに郵送又は宅配便、若しくは持参に

よりご提出ください。
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（３）提出書類

次の表で定める部数の書類を提出してください。この際、封筒に朱書きで「地

域経済情報化基盤整備費補助金申請書在中」と記載してください。

なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。また、

提出書類等の返却は致しません。

提出書類 提出部数

補助金計画書（表紙）

公募申請書（様式１）

補助事業計画書（様式２）

事業実施体制（様式３）

事業実施スケジュール（様式４）

経費明細書（様式５）

幹事企業の概要（様式６）

コンソーシアム概要表（様式７）

リーダー・サブリーダー・事務管理責任者経歴書

（様式８）

参加団体・企業の概要（様式９）

コンソーシアムメンバー全ての団体・企業の

財務諸表（過去３年分）

※過去３年分無い場合は、直近から最大期間で

提出してください。

正本１部 副本（写し）７部 
正本１部 副本（写し）７部 
正本１部 副本（写し）７部 
正本１部 副本（写し）７部 
正本１部 副本（写し）７部 
正本１部 副本（写し）７部 
正本１部 副本（写し）７部 
正本１部 副本（写し）７部 
正本１部 副本（写し）７部 

正本１部 副本（写し）７部 

８部 

（４）選定

補助事業の選定は、次の表で定める審査基準に基づき、外部有識者等により構

成される審査委員会での審査の結果を踏まえて行います。

審査基準

（１）基本的事項に係る評価

・事業の目的が、本補助金の趣旨と合致しているか。

・補助対象経費等の内容が、妥当なものであるか。

（２）実行体制に係る評価

・中小ＩＴベンダの連携体が、財務及び事務管理能力並びに事業遂行能力を有し

ているか。

・事業者間における資金負担等の役割分担が明確であるか。

・事業者間の連携に関して、十分な協力体制が確保できているか。

（３）事業内容に係る評価

●有効性

事業の実施により、一定の成果が得られると認められるか。計画等に無理はな

いか。
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●新規性

事業の内容にアイデア・工夫が認められるか（事業の成果に新規性が認められ

るか。）。

●象徴性

事業の内容に再現性があると認められるか（他の中小ＩＴベンダも再現するこ

とが可能か）。事業を実施することで、他の中小ＩＴベンダ等にインパクトを与

えられると認められるか。

●妥当性

支援する必要がある事業であると認められるか（目的及び事業内容が適当で、

補助することに妥当性が認められるか。）。

●迅速性

事業の成果が、概ね、１～２年程度以内に表れることが予想できると認められ

るか。

（５）通知

審査結果（採択又は不採択）については、審査終了後申請者あてに通知します。

採択となった申請者は別途、「地域経済情報化基盤整備費補助金交付要綱」に基づ

く補助金の交付に係る手続きを行っていただきます。

（６）公表

原則として、採択となった案件については、幹事団体・企業名、コンソーシア

ムメンバー、事業テーマ及び概要等を公表します。

（７）その他

① 同一企業が類似内容で本事業以外の国の補助事業や委託事業と併願している

場合等には、採択時に調整する可能性があります。

② 採択された場合であっても、予算の都合により、補助金額が減額される場合

があります。

８．補助事業期間

補助事業期間は、交付決定日から平成２２年３月３１日までとなります。

この補助事業期間外（交付決定日より前）に実施した事業については、補助対象と

なりません。

９．補助事業者の義務

本補助金の交付決定を受けた場合には、以下の条件を守らなければなりません。

（１）交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合、

若しくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合には、事前に承認を得なけれ

ばなりません。

（２）補助事業の交付年度中の遂行状況について、経済産業局等が状況の報告を求め

た場合には、速やかに報告しなければなりません。
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（３）補助事業を完了したとき、若しくは中止又は廃止の承認を受けた時は、その日

から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月９日のいずれか早い日までに

実績報告書を提出しなければなりません。

（４）補助事業に基づく発明、考案等に関して、知的財産権等の出願又は取得を補助

事業年度又は補助事業終了後５年以内に行った場合及び補助事業において知的財

産権等の取得に係る補助金交付を受けた場合には、補助事業年度終了後５年間の

当該知的財産権等の取得等状況について、当該年度を含む毎年度終了後３０日以

内に知的財産権届出書を提出しなければなりません。

（５）交付年度終了後の５年間、各年における補助事業成果の事業化状況を報告する

とともに補助事業に関係する調査に協力をしなければなりません。

（６）事業化状況の報告により、補助事業の成果の事業化、知的財産権等の譲渡又は

実施権設定及びその他本事業の実施結果の他への供与による収益を得たと認めら

れた場合、その収益の一部を国に納付しなければなりません。

（７）補助事業により取得した又は効用の増加した財産については、補助事業の終了

後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運

用を図らなければなりません。補助対象物件を販売又は処分若しくは目的外使用

する場合は、財産処分の承認を要します。また、当該財産を処分したことによっ

て得た収入の一部は国に納付しなければなりません。

（８）交付申請に当たっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額して申

請しなければなりません。ただし、申請時において、当該消費税等仕入控除税額

が明らかでないものについては、そのまま申請してください。消費税等仕入控除

税額が確定した時点で速やかに経済産業省に報告し、指示に従わなければなりま

せん。

（９）補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、

交付年度終了後５年間保存しなければなりません。

10．財産の帰属等

補助事業を実施することにより知的財産権等が発生した場合は、その権利は補助事

業者に帰属します。

11．その他

（１）補助金の支払いについては、通常は翌年度４月１０日までに実績報告書の提出

を受け、補助金額の確定後の精算払となります。特に必要と認められる場合に限

り、年度の途中で事業の進捗状況を確認し、支出の済んでいることを確認したう

えで当該部分に係る補助金が支払われる場合もあります。

なお、補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収益として計上するも

のであり、法人税等の課税対象となります。

（２）補助金の交付の対象となる経費は、財産の取得等の支払対象となる行為が､当該

交付決定のなされた国の会計年度中（当該年の４月１日から翌年の３月３１日ま

で）に終了（発注～支払）するものに限られます。したがって、今回の申請にか

かる経費は、交付決定日以降に補助事業が開始されることとなるため、交付決定
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日より前に発生した経費（発注を含む。）は対象となりません。

（３）当該事業が整備しようとする補助対象部分、箇所において、同時に国の公的な

補助金等の交付を受けることはできません。

（４）補助事業の進捗状況確認のため、実地検査に入ることがあります。

（５）補助事業終了後の補助金額の確定作業において、補助対象物件や帳簿類の確認

が出来ない場合には、当該物件等に係る金額は補助対象外となります。

（６）補助事業終了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。

（７）補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年

法律第１７９号）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告な

ど）をした場合には、補助金の交付取消、返還、不正内容の公表等を行うことが

あります。
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別紙

地域経済情報化基盤整備補助事業における労務費の計算に係る実施細則

（健保等級ルール）

平成２１年度地域経済情報化基盤整備補助事業（以下「本事業」という。）における労務費の算出方

法は、以下のとおり運用する。

事務の効率化や計算事務の煩瑣性の排除といった観点から、健康保険等級を使用した労務費の計算に

係る必要な事項を定め、もってその業務の適正な処理を図ることを目的とする。

１． 労務費の積算における原則

本事業における労務費は、次項に規定する方法により算定した労務費単価（円／時間）に、本事業に

直接従事した時間数（以下、「補助事業従事時間」という）を乗じて算出する。

補助事業従事時間は、別途定める「補助業務従事日誌」により証明されるものであって、事業者毎に

定められた就業規則等に照らして適正と認められる範囲とする。

２． 労務費単価の計算方法

（１） 労務費単価の算定方法

本事業における労務費の算出基礎となる労務費単価の算定については、一部の給与形態の者を

除き、原則として労務費単価一覧表（別表）に基づく等級単価を適用することとし、以下のとお

り取り扱う。

雇用関係 給与 等級単価の適用 労務費単価の算定

健保等級適用者

（Ａ）

適用される 健保等級により該当する等級単価

健保等級適用者以

外の者

（Ｂ）

年額 適用される ｢年額範囲｣により該当する等級単価

月額 適用される ｢月額範囲｣により該当する等級単価

日額 適用されない 等級単価を適用せず、個別に日額を所定労

働時間で除して算出した額とする

時給 適用されない 等級単価を適用せず、個別の時給額とする

労務費単価一覧表の具体的な適用は、以下のとおりとする。

次の各号に定める分類に応じ、当該各号に定める方法により計算した金額を労務費単価とする。

①健保等級適用者（Ａ）

次の各要件の全てを満たす者の労務費単価については、健保等級により該当する等級単価を使用

する。

・健康保険料を徴収する事業主との雇用関係に基づき、本事業に従事する者。ただし、役員及び日

額または時給での雇用契約者においては、健保等級適用者以外の者として取り扱う。

・健康保険法による健康保険加入者であり、標準報酬月額保険料額表の健保等級適用者。

・賞与が年１～３回まで支給されている者。
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②健保等級適用者以外の者（Ｂ）

健保等級適用者以外の者の労務費単価については、その給与形態に応じて、以下のａ）、ｂ）、

ｃ）又はｄ）により取り扱う。

この取扱いにおいて等級単価を適用する場合は、それぞれの年収（当該従事者に対する年間支給

実績額の合計）等を基礎として、別表、年額又は月額の範囲により該当する等級単価を適用する。

なお、賞与の取扱いについては（２）④によることとする。

a）給与が年額で定められている者については、別表中の「年額範囲」により該当する等級単価。

b）給与が月額で定められている者については、別表中の「月額範囲」により該当する等級単価。

c） 給与が日額で定められている者については、別表に依らず、日額を約束された就業時間で除

した金額。ただし、１日単位で委託事業に従事している場合には、当該日額を似て１日当たり

の労務費単価とすることができる。

d） 給与が時給で定められている者については、当該時給を似て労務費単価とする。

※ａ）及びｂ）の等級単価に対して、ｃ）及びｄ）における労務費単価を個別単価と称する。

（２） 健保等級適用者以外の者の取扱細則

（２）－１．等級単価を適用する者

前項ａ）及びｂ）の者に係る年額及び月額の算定については、以下のとおり取り扱う。

①算定に含む金額（健康保険の報酬月額算定に準ずる）

基本給、家族手当、住居手当、通勤手当、食事手当、役付手当、職階手当、早出手当、残業手

当、皆勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、育児休業手当、介護休業手当、各種技術手当、

特別勤務手当、宿日直手当、勤務地手当、役員報酬のうち、給与相当額など金銭で支給されるも

の。

※ 賞与については支給回数に関わらず、この算定に含む。後記④参照。

②算定に含まない金額

解雇予告手当、退職手当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、年金、恩給、健康保険の傷病

手当金、労災保険の休業補償給付、家賃、地代、預金利子、株主配当金、大入袋、出張旅費、役

員報酬（給与相当額を除く）など。

③通勤手当の取扱

年額又は月額適用者の通勤手当に含まれる消費税及び地方消費税額（以下「消費税」という。）

については除外しない。

なお、月額適用者の通勤手当は１ヶ月あたりの額とする。

④賞与の取扱

（ア）補助期間内に支給される賞与を加算することができる。なお、補助期間対象分の賞与を補

助期間終了日の翌月末日までに支給することが確定している場合を含む。

（イ）年額又は月額適用者の加算の方法として、給与明細や給与証明の確認による賞与について

は、上期（４月～９月）又は下期（１０月～３月）の期間内にそれぞれ支給されることが確定

している額を各期間の月額に加算できる。この場合の年額適用者は、月額に換算して適用する。

また、出向契約書等に明示され、かつ、支給されることが確定している賞与については、上期、

下期又は年間に対応した額を加算できる。

・年額に加算できる賞与の額：年間賞与（年間賞与の合計額が確定している場合）

・月額に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月（１円未満切捨）
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（ウ）出向契約書等において、本事業従事期間と賞与対象期間が対応して支給されることが明確

な場合は、その月数を前記の除数「６月」に換えることができる。

（２）－２．等級単価を適用しない者

健保等級適用者以外の者のうち、日額及び時給適用者については、労務費単価一覧表（別表）

の等級単価を適用せず、出向契約書や雇用契約書、給与規程等により規定されている日額又は時

間単価による個別単価を原則適用する。

①通勤手当の取扱

日額及び時給適用者に係る通勤手当については、当該適用者の雇用契約書等に定められた日額

又は時給単価から算定される労務費とは別に支給されること並びにその内容（金額等）が明示さ

れている場合に限り、以下のとおり計上することができる。

①－１．専従補助員の場合

雇用契約書等に明示された内容から算定される１日あたりの通勤手当から消費税及び地方

消費税相当額を除外した額（以下「通勤単価」という。）に従事日数を乗じて得た額を個別単

価にて別途積算した労務費に加算する。

＜積算例＞

個別単価×従事時間数＋通勤単価×従事日数

個別単価（日額）×従事日数＋通勤単価×従事日数

※従事時間数及び従事日数とは、それぞれ本事業に直接従事した時間数及び日数。

①－２． 非専従補助員の場合

通勤単価を所定の労働時間で除して得た額を、雇用契約書等に基づいて定められる個別単価

に加算して得た金額に従事時間を乗じて労務費を算出する。

＜積算例＞

（個別単価＋通勤単価÷所定労働時間）×従事時間数

※従事時間数とは、本事業に直接従事した時間数。

②賞与の取扱

前記（２）－１．④(ア)及び(ウ)について、同様の扱いとするほか、以下にて取り扱う。

日額又は時給に加算できる明確な賞与とは、給与明細又は出向契約書等に賞与として額が明示

され、支給されることが確定している場合をいう。

・日額に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月÷２１日（１円未満切捨）

・時給に加算できる賞与の額：上期又は下期の賞与÷６月÷２１日÷所定就業時間（１円未満切

捨）

（３） 労務費単価の適用方法

前記（２）－１．の等級単価適用者について、労務費単価一覧表（別表）に適用する等級又は給

与の基準月を定める必要があるが、以下の方法により決定する。

① 当該月に適用される健保等級又は当該月に支給された給与に基づき算定された労務費単価を適

用する。

② 健保等級の変更（定時決定や随時改定による）又は給与に改定があった場合は、その改定月か

ら改定後の健保等級又は給与により算出した労務費単価を適用する。

（ａ）定時決定は被保険者標準報酬決定通知書の適用年月を適用する。
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（ｂ）随時改定は被保険者標準報酬改定通知書の改正年月を適用する。

（４） 労務費単価の証明

前記（３）①・②の健保等級又は給与については、別紙様式１（健保等級証明書）又は別紙様式

２（給与証明書）により、その実績を当該事業者の給与担当課長等に証明させるものとする（証明

書の日付は補助契約期間の最終日～実績報告書の提出日までの間の日付とする）。ただし、給与明

細、出向契約書、派遣契約書などにより給与が確認できる場合、当該証明書の提出は不要とする。

労務費の確定に当たっては、次の書類等を活用して照合を行うこと。

・健保等級適用者については、健保等級証明書（被保険者標準報酬決定通知書、同改定通知書、被

保険者標準報酬月額保険料額表及び給与明細）。

・健保等級適用者以外の者は、給与証明書（給与明細、従事者毎の雇用に関する契約書）。

・給与台帳、補助業務従事日誌、就業規則、就業カレンダー、タイムカード、出勤簿等。

（５） 労務費上限額

① 出向契約書、派遣契約書において、出向者、派遣労働者の人件費の上限が規定されている場

合には、その額を上限額とする。ただし、出向者については、その上限額が出向元から得てい

る給与支給額を上回る場合には、出向者が得ている給与支給額を上限額とする。これを確認す

るために出向元の給与証明が必要となる。

② 労務費を算出する場合の労務費単価は、労務費単価一覧表に記載された等級単価を上限とす

る。
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（別表）

平成２１年度 労務費単価一覧表（平成２１年４月１日適用）

（単位：円） 
健保等級適用 等級単価

（時間単価）

／１Ｈ 

健保等級適用者以外の者

健保等級
年額範囲

以上 ～ 未満

月額範囲

以上 ～ 未満

1 410 ～ 1,013,040 ～ 84,420 
2 490 1,013,040 ～ 1,173,840 84,420 ～ 97,820 
3 570 1,173,840 ～ 1,334,640 97,820 ～ 111,220 
4 650 1,334,640 ～ 1,495,440 111,220 ～ 124,620 
5 730 1,495,440 ～ 1,624,080 124,620 ～ 135,340 
6 790 1,624,080 ～ 1,720,560 135,340 ～ 143,380 
7 840 1,720,560 ～ 1,833,120 143,380 ～ 152,760 
8 900 1,833,120 ～ 1,961,760 152,760 ～ 163,480 
9 960 1,961,760 ～ 2,090,400 163,480 ～ 174,200 
10 1,020 2,090,400 ～ 2,219,040 174,200 ～ 184,920 
11 1,090 2,219,040 ～ 2,347,680 184,920 ～ 195,640 
12 1,150 2,347,680 ～ 2,492,400 195,640 ～ 207,700 
13 1,220 2,492,400 ～ 2,653,200 207,700 ～ 221,100 
14 1,300 2,653,200 ～ 2,814,000 221,100 ～ 234,500 
15 1,380 2,814,000 ～ 2,974,800 234,500 ～ 247,900 
16 1,460 2,974,800 ～ 3,135,600 247,900 ～ 261,300 
17 1,540 3,135,600 ～ 3,376,800 261,300 ～ 281,400 
18 1,660 3,376,800 ～ 3,698,400 281,400 ～ 308,200 
19 1,820 3,698,400 ～ 4,020,000 308,200 ～ 335,000 
20 1,970 4,020,000 ～ 4,341,600 335,000 ～ 361,800 
21 2,130 4,341,600 ～ 4,663,200 361,800 ～ 388,600 
22 2,290 4,663,200 ～ 4,984,800 388,600 ～ 415,400 
23 2,450 4,984,800 ～ 5,306,400 415,400 ～ 442,200 
24 2,610 5,306,400 ～ 5,628,000 442,200 ～ 469,000 
25 2,770 5,628,000 ～ 5,949,600 469,000 ～ 495,800 
26 2,920 5,949,600 ～ 6,351,600 495,800 ～ 529,300 
27 3,120 6,351,600 ～ 6,834,000 529,300 ～ 569,500 
28 3,360 6,834,000 ～ 7,316,400 569,500 ～ 609,700 
29 3,600 7,316,400 ～ 7,798,800 609,700 ～ 649,900 
30 3,830 7,798,800 ～ 8,281,200 649,900 ～ 690,100 
31 4,070 8,281,200 ～ 8,763,600 690,100 ～ 730,300 
32 4,310 8,763,600 ～ 9,246,000 730,300 ～ 770,500 
33 4,550 9,246,000 ～ 9,728,400 770,500 ～ 810,700 
34 4,780 9,728,400 ～ 10,210,800 810,700 ～ 850,900 
35 5,020 10,210,800 ～ 10,693,200 850,900 ～ 891,100
36 5,260 10,693,200 ～ 11,175,600 891,100 ～ 931,300 
37 5,500 11,175,600 ～ 11,738,400 931,300 ～ 978,200 
38 5,770 11,738,400 ～ 12,381,600 978,200 ～ 1,031,800 
39 6,090 12,381,600 ～ 13,024,800 1,031,800 ～ 1,085,400 
40 6,410 13,024,800 ～ 13,748,400 1,085,400 ～ 1,145,700 
41 6,760 13,748,400 ～ 14,552,400 1,145,700 ～ 1,212,700 
42 7,160 14,552,400 ～ 15,356,400 1,212,700 ～ 1,279,700 
43 7,550 15,356,400 ～ 16,160,400 1,279,700 ～ 1,346,700 
44 7,950 16,160,400 ～ 16,964,400 1,346,700 ～ 1,413,700 
45 8,350 16,964,400 ～ 17,929,200 1,413,700 ～ 1,494,100 
46 8,820 17,929,200 ～ 18,894,000 1,494,100 ～ 1,574,500 
47 9,300 18,894,000 ～ 1,574,500 ～
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※上記の等級単価には、一切の消費税及び地方消費税を含まない。
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別紙様式１

健保等級証明書

事業期間：平成 年 月 日～平成 年 月 日

平成 年度 健保等級

従事者氏名 月 月 月 月
賞与の

支給回数
備考

○○○○

○○○○

○○○○

平成 年 月 日

平成 年度事業従事者に係る健保等級について、上記のとおり証明します。

名 称（社名等） ：

所 属 部 署 名 ：

証明者氏名（自署） ：

※ 事業の開始月、定時決定月（９月）、新規の登録従事者の従事開始月、健保等級に改訂がある月につ

いては必ず記載する。

※ 本様式は、２．労務費単価の計算方法（１）労務費単価の算定方法① 健保等級適用者（A）にの
み使用する。

※ 賞与の支給回数は、「０」、「１」のように算用数字で回数を記載のこと。１～３回は、健保等級適用

者（A）の取り扱いとなり、本様式を使用すること。０回及び４回以上の支給は、健保等級適用者
以外の者（B）の取り扱いとなるので、様式２を使用すること。
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別紙様式２

給与証明書

事業期間：平成 年 月 日～平成 年 月 日

平成 年度 月額給与

従事者氏名 月 月 月 備考

○○○○

給与額

賞与相当額

賞与の

支給回数

○○○○

給与額

賞与相当額

賞与の

支給回数

平成 年 月 日

平成 年度事業従事者に係る給与支給額について、上記のとおり証明します。

名 称（社名等） ：

所 属 部 署 名（） ：

証明者氏名（自署） ：

※ 事業の開始月、新規の登録従事者の従事開始月、給与に変更がある月については必ず記載する。

※ 本様式は、２．労務費単価の計算方法（１）労務費単価の算定方法② 健保等級適用者以外の者（B）
にのみ使用する。

賞与の支給回数は、「０」、「１」のように算用数字で回数を記載のこと。１～３回は、健保等級適用者

（A）の取り扱いとなり、本様式を使用すること。０回及び４回以上の支給は、健保等級適用者以外の
者（B）の取り扱いとなるので、様式２を使用すること。
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Ⅱ 計画書の様式

年 月 日

○○経済産業局長 殿

（沖縄県の場合は内閣府沖縄総合事務局長 殿）

住 所（〒番号、所在地）

氏 名（名称及び代表者の氏名）印

平成２１年度地域経済情報化基盤整備費補助金計画書

地域経済情報化基盤整備費補助金の交付を受けたいので、下記の書類を添えて提出しま

す。 

記

１．公募申請書

２．補助事業計画書

３．事業実施体制

４．事業実施スケジュール

５．経費明細書

６．幹事団体・企業の概要

７．コンソーシアム概要表

８．プロジェクトリーダー・サブリーダー・事務管理責任者経歴書

９．参加企業の概要
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（様式１）

受付番号

平成２１年度「地域経済情報化基盤整備費補助金」公募申請書

コンソーシアム名

事業プロジェクト名

プロジェクトの概要（要約）

幹
事
団
体･

企
業

代
表
者

団体・企業名

役 職

氏 名

印

または

署名

所 在 地
〒

総
括
事
業
代
表
者

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
）

氏名（ふりがな）

所属部署名

役 職

所 在 地
〒

電話番号

（代表・直通）

ＦＡＸ番号

Ｅ－ｍａｉｌ
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平成２１年度「地域経済情報化基盤整備費補助金」補助事業計画書

１．事業の背景及び目的

１-１ 当該地域における情報化の現状と課題（供給側の課題にも言及すること）

１-２ 上記課題を踏まえた本事業の目的

２．事業目標

２-１ 事業目標

２-２ 具体的な目標の根拠

（注）本様式は複数枚に渡っても可。また、必要に応じて補足説明資料を添付することができるが

必要最小限のものとなるよう努められたい。

（様式２）
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３．事業のイメージ及び実施体制図

※事業全体が分かるようにスキーム図を作成してください。

（注）本様式は複数枚に渡っても可。また、必要に応じて補足説明資料を添付することができるが

必要最小限のものとなるよう努められたい。
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４．事業計画

４-１ 開発力強化事業

４-２ 営業力強化事業

（注）本様式は複数枚に渡っても可。また、必要に応じて補足説明資料を添付することができ

るが必要最小限のものとなるよう努められたい。
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事業実施体制

団体･企業等 主な役割 所在地

<幹事団体・企業>

○○○株式会社 ○○県○○○市

<参加企業>コンソーシアム

<アドバイザー>

（様式３）
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事業実施スケジュール

実施事業

平成 21 年 平成 22 年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2月 3月

<開発力強化事業>

<営業力強化事業>

（様式４）
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平成２１年度「地域経済情報化基盤整備費補助金」経費明細書

（１）経費配分内訳 （単位：円）

区分 科 目

補助事業

に要する

経費

補助対象

経費

補助交付

申請額
積 算 内 訳

開発力強化事業 00,000 00,000 00,000

人件費 経済太郎（ 所 属 ）

経済一郎（ 所 属 ）

経済花子（ 所 属 ）

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

単価 0000円×200時間

単価 0000円×250時間

単価 0000円×300時間

事業費 ①謝金

・ＩＴコーディネータ

②旅費

・技術者講師

③外注費

・技術基盤開発

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

・0000円×2人×3回

・00,000円×3人×2回

（北海道）

・開発会社（概算見積り）

小計 00,000 00,000 00,000

営業力強化事業

小計

合 計

（注１）「科目」とは、５．補助対象経費の補助対象経費一覧表に掲げる経費をいいます。
「補助事業に要する経費」とは、当該事業を遂行するために必要な経費をいいます。
「補助対象経費」とは、「補助事業に要する経費」のうちで、補助対象となる経費をいいます。
「補助金交付申請額」とは、「補助対象経費」のうちで補助金の交付を希望する額で、その限度は、「補助対象経費」
に補助率を乗じた額になります。
「積算内訳」は、当該科目の金額の根拠（内容、単価、数量等）を記入してください。なお、プロジェクトが採択
された後の補助金交付決定の審査において額の妥当性は厳格に審査します。交付申請書提出時に積算を再精査するこ
とは可能ですが、本様式に記載したものとの乖離が大きくならないよう、本様式作成の段階で一定程度の精査をお願
いします（特に人件費については、積算が過大とならないよう、慎重に精査してください。）。

（注２）作成にあたっては、別紙「公募申請書類作成にあたっての留意点」を必ずお読みください。

（様式５）
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（２）資金調達内訳

区分 ２１年度補助事業に要する経費（円） 資金の調達先

自己資金

借入金

補助金

その他

合計額

（３）補助金相当額の手当方法

区分 ２１年度国庫補助金相当額（円） 資金の調達先

自己資金

借入金

その他

合計額

（注）補助金の支払いは、原則として補助事業終了後の精算払となりますので、補助事業実施期間中は、補助金相当分の

資金を確保する必要があります。

（４）補助金、委託費等の交付を受けた実績

事業名 補助主体 補助 (予定)額（円） 採択年度
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（様式６）

幹事団体・企業の概要

団体・企業名

代表者氏名 URL http://

本 社 住 所 〒

設 立 年 月 年 月 資 本 金 円

従 業 員 数 人

事業概要：

主
要
役
員
（
非
常
勤
は
役
職

の
前
に
○
印
を
記
す
）

氏 名 年令 役職名 担当部門 学 歴 ・ 略 歴

才

才

才

才

才

才

主

要

株

主

株 主 名 持株数 構成比（％） 貴社との関係

％

％

％

％

％

％

事
業
規
模

従業者数 （人） 業績（売上） （百万円）

前々期末

/ 期

前期末

/ 期

今期末(見込み)

/ 期
前々期末

/ 期

前期末

/ 期

今期末(見込み)

/ 期

関 連 企 業 主要外注先又は仕入先
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（様式７）

コンソーシアム概要表

名 称

代表者氏名

設 立 趣 旨

設 立 年 月 年 月 団体・企業数

参加企業の名称

アドバイザーの名称
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（様式８）

プロジェクトリーダー経歴書

総括事業代表者

（プロジェクトリーダー）
氏名 年齢 歳

①所属・役職名

②連絡先 e-mail

TEL FAX

③職歴・経歴

④類似プロジェクト経歴（３件以内）

プロジェクト名 プロジェクト概要

1)

2)

3)

④プロジェクトリーダーが行っている現在の業務と本プロジェクトへの専従度合い

（おおよその費やす時間割合）

[個人情報の取り扱いについて]

１．本書によりご提供いただいた個人情報は、経済産業省の個人情報保護方針に基づき、安全

に管理し、保護の徹底に努めます。なお、個人情報保護の詳細につきましては、ホームペ

ージ（http://www.meti.go.jp/policy/kojinjyohohogo/index.htm）をご参照ください。内容

をご確認、ご理解のうえご提出いただきますようお願いいたします。

２．本書によりご提供いただいた個人情報は、この事業の実施に係わる資料等の作成のために

利用させていただきます。

３．法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。

４．個人情報の開示、訂正、削除については、経済産業局等までお問い合わせください。

５．本案内記載の事項の無断転載をお断りします。

【ご署名欄】

｢個人情報の取扱いについて｣に同意の上、提出いたします。

年 月 日

ご署名： 印
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サブリーダー経歴書

副総括事業代表者

（サブリーダー）
氏名 年齢 歳

①所属・役職名

②連絡先 e-mail

TEL FAX

③職歴・経歴

④類似プロジェクト経歴（３件以内）

プロジェクト名 プロジェクト概要

1)

2)

3)

⑤サブリーダーが行っている現在の業務と本プロジェクトへの専従度合い

（おおよその費やす時間割合）

[個人情報の取り扱いについて]

１．本書によりご提供いただいた個人情報は、経済産業省の個人情報保護方針に基づき、安全

に管理し、保護の徹底に努めます。なお、個人情報保護の詳細につきましては、ホームペ

ージ（http://www.meti.go.jp/policy/kojinjyohohogo/index.htm）をご参照ください。内容

をご確認、ご理解のうえご提出いただきますようお願いいたします。

２．本書によりご提供いただいた個人情報は、この事業の実施に係わる資料等の作成のために

利用させていただきます。

３．法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。

４．個人情報の開示、訂正、削除については、経済産業局等までお問い合わせください。

５．本案内記載の事項の無断転載をお断りします。

【ご署名欄】

｢個人情報の取扱いについて｣に同意の上、提出いたします。

年 月 日

ご署名： 印
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事務管理責任者経歴書

事務管理責任者 氏名 年齢 歳

①所属・役職名

②連絡先 e-mail

TEL FAX

③職歴・経歴

④類似プロジェクト経歴（３件以内）

プロジェクト名 プロジェクト概要

1)

2)

3)

⑤事務管理責任者が行っている現在の業務と本プロジェクトへの専従度合い

（おおよその費やす時間割合）

[個人情報の取り扱いについて]

１．本書によりご提供いただいた個人情報は、経済産業省の個人情報保護方針に基づき、安全

に管理し、保護の徹底に努めます。なお、個人情報保護の詳細につきましては、ホームペ

ージ（http://www.meti.go.jp/policy/kojinjyohohogo/index.htm）をご参照ください。内容

をご確認、ご理解のうえご提出いただきますようお願いいたします。

２．本書によりご提供いただいた個人情報は、この事業の実施に係わる資料等の作成のために

利用させていただきます。

３．法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。

４．個人情報の開示、訂正、削除については、経済産業局等までお問い合わせください。

５．本案内記載の事項の無断転載をお断りします。

【ご署名欄】

｢個人情報の取扱いについて｣に同意の上、提出いたします。

年 月 日

ご署名： 印
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（様式９）

参加企業の概要（企業ごとに作成）

企業名

代表者氏名 URL http://

本 社 住 所 〒

設 立 年 月 年 月 資 本 金 円

従 業 員 数 人

事業概要：

主
要
役
員
（
非
常
勤
は
役
職

の
前
に
○
印
を
記
す
）

氏 名 年令 役職名 担当部門 学 歴 ・ 略 歴

才

才

才

才

才

才

主

要

株

主

株 主 名 持株数 構成比（％） 貴社との関係

％

％

％

％

％

％

事
業
規
模

従業者数 （人） 業績（売上） （百万円）

前々期末

/ 期

前期末

/ 期

今期末(見込み)

/ 期
前々期末

/ 期

前期末

/ 期

今期末(見込み)

/ 期

関 連 企 業 主要外注先又は仕入先
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Ⅲ 記入要領

平成２１年度「地域経済情報化基盤整備補助事業」

━公募申請書類作成にあたっての留意点━

（１）申請書は、ワープロで作成してください（Ａ４サイズ、文字サイズ１０ポイント以上）。

（２）様式１から様式９までを順に整理し、ページ番号を付けてください。

（３）正本１部は、片面印刷でホチキス止めせずクリップ止めにしてください。

副本７部は、両面印刷で申請書の左側２箇所をホチキス止めにしてください。



35

平成２１年度「地域経済情報化基盤整備費補助金」

公募申請書（様式１）作成要領

● 申請にあたって、コンソーシアム名、事業プロジェクト名、幹事団体・企業の代表者、総括事業代表

者（プロジェクトリーダー）等を記入してください。

● 記入すべき項目とその内容は次のとおりです。

○コンソーシアム名

提案する事業の主体となるコンソーシアムの名称を記入してください。

○事業プロジェクト名

提案する事業を実施するうえでの事業プロジェクトの名称を記入してください。

○幹事団体・企業

コンソーシアムの幹事団体・企業の名称、代表者の役職・氏名、団体・企業の所在地等を記入して

ください。また、印または署名欄には、代表者印を押印又は署名してください。

○総括事業代表者（プロジェクトリーダー）

申請内容に関する問い合わせ等の連絡窓口ともなる総括事業代表者（プロジェクトリーダー、幹事

団体・企業に所属）について、その氏名、所属部署名、電話番号等を記入してください。

プロジェクトリーダーは、申請内容を熟知し、内容照会に回答できる方であるとともに本事業の実

務に直接関わることが必要です。
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平成２１年度「地域経済情報化基盤整備費補助金」

補助事業計画書（様式２から）作成要領

●Ａ４サイズ、縦置き、様式２から５までは２０ページ程度以内で記入してください。

●第三者が読んで理解・把握できる内容･表現とすることを心がけてください。

【様式２】

□平成２１年度「地域経済情報化基盤整備費補助金」補助事業計画書

１．事業の背景と目的

１-１ 当該地域の情報化の現状と課題

事業提案に至った背景として、当該地域の情報化の現状の特徴、問題点、課題などについて、

供給側からの視点も含め具体的に記載してください。

１-２ 事業の目的

１-１を踏まえ、コンソーシアムメンバーのＩＴ供給力を強化するためにどのような事業を実施

するのか、具体的に記載してください。

２．事業目標

２-１ 事業目標

具体的に記載してください。

２-２ 具体的な目標の根拠

具体的に記載してください。

３．事業スキーム

対応組織(地域連携等)、課金方法など、事業全体が分かるスキーム図を作成、添付してくださ

い。

４．事業計画

実施する事業について各項目ごとに整理し、記載してください。

４-１ 開発力強化事業

計画している事業内容ついて、図等も含めて具体的に記載してください。

４-２ 営業力強化事業

計画している事業内容ついて、図等も含めて具体的に記載してください。

【様式３】

□事業実施体制

提案する事業実施体制について、「幹事団体・企業」、｢参加企業｣、「アドバイザー｣ごとに、本事業

で担当する主な役割と所在地を記載してください。

【様式４】

□事業実施スケジュール
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実施する事業について、実施スケジュールを記載してください。記載は、事業毎に実施時期をバー

チャート等で示してください。

【様式５】

□平成 21年度「地域経済情報化基盤整備費補助金」経費明細書

（１）経費配分内訳

平成 21 年度に予定する事業について、事業区分（「開発力強化事業」及び「営業力強化事業」）毎

に事業費の積算を記載してください。

なお、計上可能な経費科目は以下のとおりです。

① 人件費

事業の遂行に必要な開発・調査・研究、企画・調整等を行う職員及びシステムエンジニア、プ

ログラマ等に係る経費

② 謝金

人材育成等の事業に必要なＩＴコーディネータ等専門家及び技術者等講師に対する謝金

③ 旅費

人材育成等の事業に必要なＩＴコーディネータ等専門家及び技術者等講師の招へいに係る旅

費

④ 電子計算機等借料

事業の遂行に必要なパソコン、周辺機器などの電子計算機等の借り上げに係る経費

⑤ 通信運搬費

事業の遂行に必要な連携事業者間の通信等に係る経費

⑥ 会場借料

人材育成等の事業に必要な会場（付随する投影設備、音響設備等を含む）の借り上げに係る経

費

⑦ 印刷製本費

人材育成等の事業に必要な教材、資料等の印刷・製本に係る経費

⑧ 備品費

事業の遂行に必要なソフトウェア等、５０万円以上の備品の取得に係る経費

⑨ 消耗品費

事業の遂行に必要な専門書、教材等、５０万円未満の消耗品の取得に係る経費

⑩ 外注費

技術基盤開発等の事業の一部において、外部での特定の開発行為が必要となる場合など、一定

業務の外注に係る経費

⑪ 委託費

人材育成等の事業において、より高度なカリキュラム等の策定が必要となる場合など、専門性

の高い事業者等への委託に係る経費

⑫ そのほか、経済産業局長等が特に必要と認める経費

（２）資金調達内訳

本事業を実施するために必要な経費に対しての資金調達内訳を記載してください。

（３）補助金相当額の手当方法

補助金相当額に対しての資金の手当方法について記載してください。
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（４）補助金、委託費等の交付を受けた実績

本年度申請する事業と同じテーマ･内容で、補助金、委託費等の交付を受けた実績及び今後の申

請予定について記載してください。

【様式６】

□幹事団体・企業の概要

コンソーシアムを代表する団体・企業の概要について、所定の事項を記入してください。

【様式７】

□コンソーシアム概要表

コンソーシアムを構成する団体・企業について記載してください。

【様式８】

□プロジェクトリーダー経歴書

□サブリーダー経歴書

□事務管理責任者経歴書

本事業を推進するに当たり、プロジェクトを総括する「プロジェクトリーダー」とリーダーをサポ

ートする「サブリーダー」を定めてください。プロジェクトリーダーは、実際に事業全体を把握･熟

知し、事業進捗を管理することができるとともに本事業の事務局と連絡が取れる方としてください。

また、事務管理責任者は、経理面での実務を担当するため、事業内容を理解した上で、コンソーシア

ム全体の事業費管理が可能な方としてください。

【様式９】

□参加企業の概要

コンソーシアムとして参加する企業について、各々の概要を、企業ごとに記載してください。


